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誌
作
品
二
十

a

蹴

第
一
山
崎
左
品
川
明
グ
ル
業
師
ヲ
替
ム
者
ハ
之
ヲ
銀
行
ト
ス

預
金
ノ
受
入
ト
金
銭
J

貸
叫
見
ハ
手
川
市
ノ
劇
引
ト
ヲ
併
セ
鵠
λ

コ

ト

・

一
泊
替
匝
引
ヲ
泊
λ

コ
ト

此
官
業
ト
シ
テ
預
金
ノ
曇
λ
ヲ
得
ス
者
ハ
之
ヲ
銀
行
卜
着
倣
ス

第
二
除
銀
行
業
ハ
主
掛
大
厄
ノ
尭
許
ヲ
受
ク
ル
一
一
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
皆
ム

コ
ト
ヲ
得
ズ

第
=
一
協
銀
行
業
円
資
本
金
百
寓
側
以
上
株
式
合
此
一
-
非
ザ
レ
バ
之
ヲ

普
ム
ヨ
ト
ヲ
得
ズ
但
ン
肋
骨
ヲ
以
テ
指
定
λ

ル
地
域
-
一
本
版

X
ハ
宜
脂

J
'

有
ス
ル
叫
行
ノ
資
本
金
ハ
三
百
時
同
下
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

前
羽
仙
川
世
ノ
規
正
ュ
依
リ
地
峨
ノ
指
定
ア
り
タ
ル
場
合
=
於
ア
共
ノ
地

域
一
一
本
山
見
ハ
主
府
γ
有
μ

ル
銀
'
打
品
こ
Fr
資
本
金
二
百
部
阿
未
満
ノ

毛
ノ

ρ

指
定
ノ
日
ヨ
リ
五
年
ヲ
限
リ
前
項
但
書
ノ
読
本
金
=
依
ヲ
ザ
ル

コ
ト
ヲ
符

第
四
峰
銀
行
内
山
県
ノ
商
秘
中
ユ
銀
行
ナ
ル
文
字
ヲ
別
フ
ヰ
シ

似
行
品
非
ザ
ル
モ
/
ハ
共
ノ
前
秘
中
一
-
銀
行
A

ル
コ
ト
ヲ
示
λ

ペ
キ
文

宇
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
枠
ズ

第
五
保
鋭
行
ハ
抱
保
附
祉
債
信
託
訟
-
一
依
リ
指
帳
附
枇
銃
二
醐
ス
ル
信

託
業
ヲ
皆
ミ
又
ハ
保
護
制
リ
其
ノ
他
ノ
銀
行
業
一
-
附
随
ス
ル
業
秘
ヲ
菅

ム
ノ
H

肝
他
ノ
業
務
フ
普
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ

第

六

路

銀

行

ρ
左
J

揚
合
-
-
於
テ

ρ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ペ

ν

一
樹
腕
ヲ
慶
一
止
七
ン
ト
ス
ル
ト
キ

都t

(
昭
和
ニ
半
三
月
二
十
九
日
)

第
一

lr
間
容

信一

1
E

自
ヨ
曲

ブL

一
五
六

一
一
禿
本
金
ヲ
器
提
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ

三
宝
府
北
ノ
他
J

符
来
日
川
又
ハ
代
剛
山
ッ
設
世
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ

凹
本
山
此
ノ
他
ノ
脅
来
日
間
ノ
位
低
7
同
盟
民
セ
シ
ト
ス
ル
ト
キ

E

支
出
以
外
ノ
貸
業
所
ヲ
宝
山
一
一
雄
山
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ

片
日
前
七
路
銀
行
ハ
代
州
府
主
ヲ
シ
テ
共
ノ
代
川
州
事
務
一
二
刷
シ
代
刊
府
ノ
山

加
所
北
(
ノ
他
ノ
従
タ
ル
管
業
断
叉
ノ
復
代
訓
応
ヲ
訟
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ

F
凋

第
ハ
『
ノ

銀
桁
ノ
代
山
町
応
主
ρ

虫
ノ
代
川
事
務
品
川
醐
シ
代
別
山

J
m張
所

H
J
他

ノ
従
ゲ
ル
崎
町
弘
所
Xρ
位
代
珂
山
山
γ
甜
ク
ル
ヨ
ト
ヲ
作
ズ

第
路
飢
行
噛
日
本
ノ
抑
制
一
一
謹
ス
ル
迄
ハ
刊
住
ツ
配
市
川
ス
ル
毎
品
川
半

備
金
ト
シ
テ
北
ノ
刺
盆
ノ
』
τ
分
ノ
一
以
上
4

梢
立
ツ
ヰ
シ

第
九
柑
開
銀
行
ノ
皆
輩
年
肱
ハ
一
月
ヨ
り
六
月
詣
及
l
月
ヨ
リ
十
二
月
迄

卜
ス

第
十
曲
開
銀
行
ニ
世
議
年
庇
毎
ユ
業
務
報
告
書
ヲ
作
成
シ
ア
之
ヲ
主
動
大

厄
一
一
拠
出
ス
ベ
シ

都
寸
一
候
銀
行
ハ
皆
幾
年
度
持
一
-
主
務
大
国
ノ
J
A
ム
ル
株
式
一
一
依
り
貸

仇
川
針
開
表
ヲ
作
成
ν

ユア之
7

公
告
ス
イ
シ

部
卜
二
院
銀
行
ノ
川
町
査
役
山
銀
行
ノ
業
務

A
附

d
ノ
欺
削
工
嗣
ス
ル
訓

査
ノ
結
果
7
間
蛾
シ
タ
ル
蛇
査
書
ヲ
持
此
官
業
年
院
二
同
作
成
シ
テ
之
ヲ

本
肌
三
怖
へ
股
ク
ヰ
シ

第
十
三
保
銀
行
ノ
官
務
ェ
従
事
λ

ル
取
締
役
見
ハ
支
間
人
ガ
他
ノ
合
枇

ノ
常
務
一
-
従
事
セ
ン
ト
λ

ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ノ
龍
可
ヲ
受
ク
4
U
4

第
十
四
路
銀
行
ノ
ム
H

併
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ツ
受
ク
是
非
ザ
レ
バ
其
ノ

殺
カ
ヲ
生
ぜ
ズ

都
寸
五
陥
釦
訂
ガ
ム
日
併
ノ
山
間
議
ァ
符
ン
タ
ル
場
合
=
於
テ
向
怯
第
七
十

λ
柏
町
銘
ニ
項
ノ
規
定
一
一
依
リ
テ
錨
ス
イ
キ
仙
告
ρ

制
金
者
=
劃
シ
テ
ρ

之
ヲ
綿
入
コ
ト
ヲ
誕
セ
ズ

第
十
六
俸
制
蹴
訂
ガ
合
併
ノ
決
議
7
錦
a
J

タ
ル
場
A
n
-
-
A
t
テ
両
控
第
七
十

入
傑
第
二
項
但
書
J

期
間
ハ
一
月
詣
之
ヲ
下
ス
ヨ
ト
ヲ
得
合
併
-
一
因
ル

扇、
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株
式
畔
令
ノ
場
合
ニ
於
テ
尚
訟
第
二
百
二
十
峰
ノ
ニ
但
書
ノ
期
間
一
一
付
第
二
十
五
保
融
行
業
J

随
止
只
ρ

銀
行
ノ
解
散
ノ
決
議
円
主
務
大
臣
ノ

亦

同

グ

認

可

ヲ

受

タ

ル

ユ

非

ザ

レ

パ

共

ノ

技

力

ヲ

生

ぜ

ズ

第
十
ヒ
陣
銀
行
ガ
合
併
-
一
川
り
テ
貯
蓄
銀
行
法
第
一
陣
第
一
羽
ノ
業
務
部
ニ
十
六
幌
担
行
ガ
共
ノ

H
的
ヲ
鶴
市
民
シ
他
ノ
業
務
ヲ
笹
ム
骨
批
ト
ン

一
-
鳳
ス
ル
児
約
一
一
基
ク
惜
利
義
務
ヲ
車
縫
シ
タ
ル
場
告
一
長
ア
ハ
其
ノ
一
テ
存
続
ス
ル
場
合
一
於
-
ア
ハ
銀
H
U
-
-
闘
ス
ル
事
務
ヲ
管
刷
ス
ル
司
五
時
大

見
約
ノ
完
了
ス
ル
迄
仙
其
ノ
理
的
一
-
附
ス
ル
業
務
ニ
阪
市
'
之
7
楢
続
ス
↑
臣
ハ
共
ノ
合
位
ガ
制
金
債
務
ヲ
完
擁
ス
ル
品
亙
ル
孟
肘
一
陣
ノ
仇
託
ヲ
命

ル

コ

ト

ヲ

叫

が

，

ズ

一

ジ

其

ノ

他

品

川

宜

ナ

リ

命

令

ヲ

錆

ス

コ

ト

ヲ

得

合

併

ユ

凶

り

銀

行

ニ

非

ザ

貯
蓄
融
行
法
第
九
師
、
第
十
陥
且
銘
十
五
路
ノ
規
定
ノ
前
現
ノ
場
合
一
↑
ル
脅
枇
が
銀
仔
ノ
預
金
債
務
ヲ
承
継
シ
タ
ル
場
骨
亦
阿
ジ

之

ヲ

準

川

ス

一

第

一

一

十

峰

及

船

ニ

十

一

時

ノ

規

定

ハ

前

項

ノ

場

合

一

一

之

ヲ

増

川

ス

第
十
八
川
崎
製
打
ノ
仲
川
ハ
、
品
川
枇
日
、
日
阻
日
其
ノ
他
組
行
ノ
普
↑
第
二
十
じ
峰
雄
行
ガ
骨
議
ノ
克
悼
す
取
市
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ュ
凶
リ

業
所
所
布
地
-
一
一
行
ハ
ル
ル
一
般
ノ
休
日
z

叫

ル

一

テ

解

散

ス

叫
行
訓
刀
天
鈍
北
口
F

仙
川
出
ク
ペ
カ
ラ
ザ
ル
事
鎚
一
一
凶
リ
臨
時
一
一
体
業
ス
ル
一
前
羽
ノ
場
合
一
一
於
7

前
算
人
ρ
利
害
剛
係
人
ノ
拍
車
ユ
凶
n
'
R
ハ
職
拙

ト
キ
ハ

μ
ェ
共
ノ
日
」
7

公
世

ν
地小
H
U
H
-
V

一

一

日

制

山

ゾ

・

ヘ

シ

一

ヲ

以

テ

裁

刈

所

之
J
F

誕
惜
ス
民
ノ
山
山
川
崎
人
ノ
解
任
持
同
ジ

第
十
九
蹄
叫
行
ガ
刊
金
ノ
州
民
ヲ
伴
止
見
ル
ト
ヰ

ρ
証
一
-
I
U
ノ
旨
フ
公
一
第
二
十
八
峰
削
除
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
件
裁
判
所
ρ
利
害
酬
係
人
ノ
簡
求

告
シ
事
山
，
H
H
シ
テ
主
務
大
臣
ニ
岡
山
場
ノ
4

シ

一

=

凶

リ

又

戸

川

抽

出

ヲ

以

テ

北

川

算

人

ヲ

帥

仕

ス

ル

コ

ト

ヲ

得

第
ニ

E

寸
降
車
椅
大
厄
ハ
何
時
ι

テ
モ
鉱
行

J

ア
シ
ア
什
H

J

議
智
一
蹴
A

ル
一
前
羽
ノ
規
定
コ
依
リ
柑
算
人
ヲ
解
任
シ
タ
ル
ト
キ
戸
裁
判
所
ρ

桁
算
人

報山
h

白
ヲ
品
サ
シ
メ
又
ρ

蛇
先
主
其
ノ
他
ノ
帯
剣
蹴
待
ヲ
拠
出
セ
シ
ム
ル
-
7
越
任
ス
ル
コ
ヲ
得

コ

ト

ヲ

作

一

第

二

十

Ft
保

裁

判

所

ρ

掛
行
ノ
情
算
事
務

A
財
市
ノ
品
川
出
ヲ
抽
査
シ
、

第
二
十
-
時
立
務
大
目
円
何
時
=
テ
モ
部
下
ノ
官
曜
=
命
ジ
テ
銀
行
ノ
一
財
産
J

仇
話
ヲ
命
グ
其
ノ
他
市
算
ノ
政
督
品
品
川
世
ナ
ル
命
令
ヲ
伐
ス
ヨ

業

務

且

則

比

ノ

恥

出

ッ

柚

在

七

シ

ム

ル

ヨ

ト

ブ

特

↑

ト

ヲ

柑

第
二
十
二
蹄
主
務
大
臣
ハ
叫
行
ノ
業
勧
見
ハ
財
産
ノ
批
況
=
依
リ
必
要
一
第
コ
一
↑
陥
臥
行
ノ
前
算
、
破
産
又
ハ
胡
制
州
議
ノ
旧
制
合
一
平
田
一
T
裁
判
所

ト
詔
ム
ル
ト
キ
円
義
務
ノ
作
此
又
ρ

則
住
ノ
供
託
ヲ
命
ジ
北
ム
ノ
他
必
要
十
川
銀
行
ノ
檎
官
官
蛇
哲
三
従
事
ス
ル
円
支
一
針
シ
窓
見
ヲ
事
メ
又
円
一
雄
査

h
y

ル

命

令

ヲ

ス

コ

ト

ヲ

仰

一

軒

ハ

珂

在

ヲ

蝿

託

ス

ル

ュ

ト

ヲ

得

第
二
十
三
降
銀
行
ガ
肱
令
、
定
款
瑞
ρ

主
務
大
出
ノ
命
令
-
一
違
反
シ
又
一
部
一
千
「
一
保
銀
行
ノ
清
算
、
融
議
文
亡
咽
制
和
議
ノ
場
合
一
一
一
世
テ
融
行

ハ
公
益
ヲ
帯
λ

ペ
キ
行
かJ
7

地
シ
ダ
ル
ト
キ
・
ハ
主
務
大
阻
ρ
業
務
J

停
↑
ノ
檎
査
批
骨
=
従
事
ス
ル
口
百
史
ハ
裁
判
所
一
-
封
シ
訟
児
ヲ
逃
プ
ル
ヨ
ト

止
若
円
取
締
役
、
前
査
役
ノ
酷
任
ヲ
命
ジ
瓦
戸
営
業
ノ
免
前
ヲ
取
制
ス
一
ヲ
特

コ

ト

ヲ

得

一

都

コ

一

ト

一

一

除

本

法

施

行

地

外

一

一

本

円

ヲ

有

ス

ル

叫

行

方

本

法

施

行

地

内

第
二
十
削
除
去
務
大
同
国
ハ
業
務
ノ
停
止
ヲ
命
ぜ
ラ
一
7

レ

タ

ル

以

行

=

劃

=

宝

問

、

出

張

所

X
A
代
珂
府
ヲ
設
ケ
銀
行
業
ヲ
替
マ
ン
ト
ス
ル
ト
キ

シ
此
h
a
'

整
制
ノ
献
配
-
一
依
り
必
要
hr
詔
ム
ル
ト
キ
ハ
管
業
ノ
免
許
ヲ
取
ハ
作
骨
業
州
毎
-
-
代
表
者
ヲ
定
メ
郁
二
峰
J

規
定
品
杭
ル
菟
許
ヲ
忠
世
ク

澗
λ

コ
ト
7
得

々

γ

法

第
二
十
凹
寄

五
ヒ

令

JL 

第
百
規

.... 
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令

fよ

第
二
十
四
番

九
三
四

第
五
抗

E 
J、

前
市
剖
ノ
規
定
二
世
H
9

兜
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
該
辞
業
所
ハ
本
法
ノ
迎
凶
本
訟
=
定
メ
ダ
ル
屈
山
活
ハ
公
告
ヲ
侃
ス
ロ
ー
ヲ
車
リ
又
ハ
不
貸

別
=
什
之
ヲ
訟
行
ト
看
倣
ス
此
ノ
場
合
-
一
於
一
ア
ハ
第
三
降
乃
至
第
六
ノ
厨
山
若
山
公
世
ヲ
局
シ
タ
ル
ト
キ

降
、
第
入
峰
、
部
十
一
一
候
乃
世
第
十
仁
峰
、
第
二
十
行
協
且
都
ニ
ナ

t
F

五
第
二
「
二
師
、
第
十
一
一
一
降
、
第
二
寸
穴
住
民
、
第
二
「
九
臨
ノ

保
乃
軍
事
前
怯
ノ
川
判
定
=
拘
ヲ
ズ
命
令
ヲ
以
一
ア
別
段
ノ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
一
規
定
ユ
依
リ
主
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反
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叫
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岡
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叫
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又
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叫
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又
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叫
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又
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第
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又
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=
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什
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又
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什
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仲
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付
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蓄
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反
一
ハ
合
間
一
一
凶
リ
株
式
脅
枇
ト
泊
り
タ
ル
ト
キ
ハ
前
羽
ノ
組
定
昌
拘
ヲ
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ヲ
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又
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岡
ゾ

命
令
ヲ
以
一
プ
定
ム
ル
人
口
一
部
米
副
ノ
地
ユ
本
怯
施
行
ノ
際
現
=
本
陪
一

ヲ
有
ぷ
ル
削
船
行
-
一
叫
一
ア
ハ
第
三
保
停
一
項
本
文
J

規
記
ヲ
拙
川
セ
ズ
仙
一

ν
共
ノ
資
本
金
川
本
法
施
行
後
五
年
内
ニ
五
十
時
同
以
上

t
持
ス
コ
ト
十

ヲ'川
U
R

ス

一

第
凹
十
一
一
倍
本
法
施
行
ノ
際
現
-
一
品
行
一
一
シ
テ
其
ノ
肉
親
中
一
一
般
訂
ナ
一

ル
克
子
ヲ
川
ヒ
ザ
ル
モ
ノ
且
銀
行
一
一
非
ズ
シ
テ
品
ノ
向
剛
腕
巾
ニ
知
行
タ
一

ル
コ
一
ト
ー
ヲ
示
ス
ベ
キ
文
字
ヲ
用
フ
ル
屯
ノ
ニ
什
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ヲ
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付
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ダ
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付
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損
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付
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付
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付
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付
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付
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損
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岡
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概
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管
業
所
ヲ
布
シ
タ
ル
者
ノ
恨
出
シ
タ
ル
手
形
町
村
ハ
之
ヲ
支
桝
入
』

九
ル
手
形
ユ
シ
テ
大
正
十
一
年
九
月
一
日
目
的
=
銀
行
ノ
割
引
シ
タ

ル
モ
ノ

一
前
披
ニ
規
定
ス
ル
手
川
市
ノ
書
換
ノ
鎚
一
一
一
面
山
シ
タ
ル
手
形

三
前
ニ
腕
一
一
規
定
ス
ル
手
川
市
又
ρ

民
災
地
一
一
昨
業
所
ヲ
有
λ

ル
拙
行

カ
他
ノ
銀
行
品
謝
シ
大
正
十
二
年
九
月
一
日
目
前
=
設
行
シ
タ
ル
預

金
誼
昔
前
ρ
「

=
I
ル
ロ

l
y
」
ノ
誼
書
ヲ
揖
保
シ
一
ア
銀
行
ノ
板
山

シ
タ
ル
手
形

四
前
三
凱
一
一
規
応
ス
λ

手
形
一
-
シ
-7
日
本
銀
行
ノ
割
引
シ
タ
ル
モ
ノ

ノ
書
偽
二
日
z
振
出
シ
タ
ル
手
形

日
本
叫
訂
ハ
本
令
一
一
依
リ
テ
錦
ス
手
形
ノ
制
引
=
u
W
政
府
ノ
掛
督
ヲ
受

ク
ヘ
シ

大
正
十
四
年
(
三
月
三
十
一
日
公
布
)
法
律
第
二
一
十
五
挽

政
府
ハ
日
本
銀
行
方
大
正
十
二
年
助
令
都
側
計
二
寸
別
冊
第
一
羽
第
四

抗
一
二
誌
協
λ

ル
手
時
一
一
シ
テ
大
正

'r附
年
十
月
一
日
ヨ
u
v
大
正
十
六
年

九
月
=
十
日
迄
ノ
阿
ニ
於
ケ
ル
尚
川
日
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ノ
割
引
ヲ
話
シ

之
ュ
凶
リ
テ
損
火
ヲ
受
ウ
タ
ル
助
合
一
↓
於
テ
同
行
一
一
一
割
シ
其
ノ
損
生
ヲ

州
償
ス
ル
ノ
契
約
ヲ
拙
ス
コ
ト
ヲ
刊
日

前
項
補
償
金
制
ハ
大
一
止
十
二
年
勅
令
弟
間
百
二
十
四
班
一
一
依
ル
柿
償
金

額
ト
告
シ
テ
一
一
回
附
ヲ
阻
ユ
ル
ヨ
ト
プ
得
ス

日
谷
担
行
ハ
本
法
一
ゴ
依
り
一
ア
侃
ス
手
憎
ノ
制
引
一
一
付
政
府
ノ
耽
督
ヲ
受

ク
へ
シ震

災
手
形
善
後
蕗
理
法

法
律
第
二
十
披
(
昭
卯
二
年
三
月
二
十
九
日
)
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第
一
隊
本
山
一
一
於
一
ア
震
災
手
川
ト
秘
ス
ル
ρ

大
正
十
二
年
勤
令
第
凹
百

一
一
十
凶
挽
第
一
一
明
第
四
娘
二
時
悦
ス
ル
手
形
ヲ
調
フ

第

二

蜂

政

府
ρ

附
訓
ニ
年
九
月
三
十
日
一
↓
於
テ

U
本
銀
行
ヨ
り
震
災
手

時
ノ
訓
引
ヲ
受
ケ
居
ル
蹴
行
(
以
下
震
毘
手
叫
所
持
飢
行
税
ス
)
品
川
劃
一

シ
該
震
災
手
掛
肘
ノ
整
叫
ヲ
釘
サ
シ
ム
ル
錦
亭
訟
ノ
定
ム
ル
所
一
一
依
吋
氏
一

昨
金
プ
均
λ

ヨ
ト
ヲ
得

制
羽
ノ
貸
付
金
ハ
泊
分
利
附
同
情
説
券
ヲ
臥
テ
之
ヲ
交
付
ス
一

第
一
ニ
保
政
府
ハ
削
除
ノ
地
定
ユ
依
リ
交
付
人
ル
持
品
川
世
ナ
ル
掴
ヲ
限
度
一

ト
シ
佐
伯
γ
扱
行
ス
ル
ロ
ト
ヲ
符
但
ン
北
ハ
ノ
融
制
ρ

冨
炎
手
形
損
先
制
一

償
公
債
法
-
一
依
リ
議
行
ス
ル
ハ
吋
債
ト
通
シ
テ
二
億
七
百
高
岡
ヲ
超
A

ル

コ
ト
ヲ
仰
ス

協
同
保
陥
陪
蛇
震
災
手
川
市
損
先
補
償
公
債
山
郁
ニ
燥
及
第
一
一
五
時
ノ
掲
定
一

ユ
依
リ
品
目
rH
只
ル
公
的
J

1

H
倒
制
刈
泊
シ
テ
二
億
七
宵
間
同
一
一
連
セ

サ
ル
ト
キ
ハ
兆
ノ
器
削
1
7

抽
出
世
ス
ル
同
，
M
時
ノ
制
山
山
以
外
-
-
公
債
ヲ
致
一

有

ス

凡

コ

ト

ヲ

作

一

部
U2時
事
法
一
『
依
リ
交
叫
ス
ル
困
偵
誼
歩
ノ
交
付
慣
持
ρ

昨
倒
ヲ
事
的
一

シ一
7

大

政

大

山

之

ヲ

定

ム

一

第
六
保
第
二
保
J

貸

Hρ
震
災
手
形
所
持
銀
行
力
其
ノ
震
虫
干
暗
債
務
一

者
ト
ノ
町
一
一
旦
ノ
手
時
依
務
ヲ
町
民
政
ス
ル
同
十
年
以
内
ノ
年
賦
償
越
貸
一

刊
M
略

的

締

結

シ

タ

ル

場

合

一

一

訓

サ

レ

内

之

ヲ

泊

サ

ス

一

節
じ
峰
悌
二
候
ノ
貸
付
ノ
期
限
ρ

十
年
目
内
ト
シ
共
J

利
率
ρ

年
五
分

以
上
ト
ス

嗣
羽
ノ
件
叫
H
H金
一

一

刷

シ

テ

ハ

大

政

大

臣

之

一

プ

定

ム

一

第
ヘ
保
第
二
保
ノ
貨
品
川
ノ
排
済
企
品
川
常
ス
ル
金
額
ハ
岡
債
整
瑚
基
金

特
別
合
計
怯
都
二
品
ノ
川
品
目
記
一
一
依
ル
耕
人
ノ
外
本
怯
ユ
依
リ
挺
行
シ
タ
一

ル
公
債
ノ
償
越
一
一
充
ツ
ル
品
之
フ
一
般
合
計
ヨ
リ
同
債
整
川
町
基
金
特
別
一

曾
計
=
繰
八
ル
ヘ
シ
但
シ
本
詰
品
依
リ
接
行
シ
タ
ル
A
A
債
ノ
前
年
庇
百

一
一
於
ケ
ル
未
前
週
銅
J

持
分
ノ
何
十
六
一
-
相
刈
九
ル
金
制
一
一
品
川
一
ア
ハ
血

F

限
一
一
在
ラ
ス

すよ

イト

第
九
鱗
第
=
峠
ノ
貸
付
一
一
刷
ス
ル
事
務
内
円
本
銀
行
ヲ
シ
テ
之
ヲ
取
扱

ハ
シ
ム

刷
羽
ノ
事
務
ノ
眠
故
三
豊
ス
ル
紐
費
ρ

日
本
銀
行
ノ
負
抱
ト
ス

枯
伊
寸
峰
震
挺
手
略
所
持
担
行
=
封
シ
第
二
降
ノ
貸
付
僻
定
前
エ
川
崎
テ
日

本
似
行
力
昭
和
二
年
十
月
一
日
ヨ
リ
同
年
十
一
月
三
十
日
草
J

間
一
一
於

ケ
ル
満
則
円
プ
有
ス
ル
震
覧
手
略
ヲ
割
引
キ
タ
ル
ト
キ
二
時
箆
世
手
形

-
一
刷
シ
テ
川
大
正
」
・
四
年
法
律
第
三
十
五
挟
γ
準
川
ス

前
羽
ノ
規
定
ニ
依
ル
架
約
一
幕
キ
此
府
カ
日
本
銀
行
ユ
酎
シ
テ
路
孔
へ

キ
損
失
柿
償
一
一
蹴
シ
テ
ハ
第
三
保
及
第
四
路
ノ
規
定
対
露
世
手
川
市
損
失

補
崎
公
債
訟
プ
噂
川
ス

円
品
世
間
〕

明
治
二
十
九
年
(
三
月
二
川
島
市
)
法
律
第
六
師
同
債
蛍
理
基
晶
特
別

合
計
法
抄
錐

第
二
保
闘
偵
盤
瑚
基
金
一
一
充
ツ
ヘ
キ
禿
企
ハ
毎
年
度
一
般
骨
許
又
ハ

特
別
脅
計
ヨ
リ
之
ヲ
醐
債
整
剛
廿
掛
金
特
別
合
計
=
総
入
ル
へ
シ

，M
項
繰
入
額
ノ
中
凶
偵
J

元
金
償
還
=
充
ッ
ヘ
キ
壷
翻
ハ
前
年
度
首

一
日
於
ケ
ル
回
航
総
叡
ノ
高
分
ノ
百
十
六
日
上
ト
シ
三
千
高
岡
ヲ
下
ル

コ
t
ヲ
得
サ
ル
号
ノ
ト
ス

前
刷
羽
ノ
制
ノ
止
ノ
樋
川
一
一
付
テ
ハ
大
融
行
設
券
、
借
入
金
、
臨
時
間
昨

説
器
及
米
般
託
歩
ハ
之
ヲ
陥
債
ト
看
倣
サ
ス

A
M
換
銀
行
券
整
理
法

法
神
第
四
十
大
披
(
昭
和
二
年
=
一

H
一
一
一
十
』
日
)

年
一
除
日
本
融
行
が
縫
行
シ
タ
ル
左
記
純
翻
ノ
姑
換
訟
行
券
J

昭
和
十

円
年
三
月
三
十
一
日
以
リ
弧
制
組
川
ノ
投
力
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス
但
シ
此

府
火
山
日
本
叫
祈
ニ
於
テ
受
入
ル
ル
場
合
三
刊
テ
ハ
此
J

限
一
一
在
ラ
ユ

第

一

五

制

券

一

明

泊

十
λ
年
十
コ
目
大
瀬
省
背
一
割
銘
百
犬
十
六
蹴
J

分

第
二
十
四
巻

第
五
蹴

ヌミ

丸
=
一
七
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ニ
明
抽
ニ
十
一
年
十
一
月
大
成
省
世
話
第
百
四
十
披
ノ
骨

三
明
泊
三
十
二
年
三
月
大
成
省
告
示
第
十
税
ノ
分

四
明
泊
四
十
三
年
八
月
大
蔵
省
告
一
市
部
百
七
腕
ノ
分

玉

大

正

h
年
十
二
月
大
蔵
省
告
一
耳
第
百
六
寸
三
腕
ノ
分
↑

第

二

拾

M
券

一

一
明
泊
十
入
年
一

H
大
蔵
省
告
示
第
十
二
韓
ノ
分

ニ
明
抽
二
十
三
年
ヒ

H
大
蔵
省
告
示
節
三
l
=
一
腕
ノ
分

三
明
泊
三
イ
二
年
九
月
大
瀬
省
告
示
都
計
十
一
蹴
ノ
分

回
大
比
四
年
判
月
大
蔵
省
告
示
第
四
十
四
扱
ノ
分

第
三
武
桁
阿
券

一
大
正
六
年
十
一
月
大
掛
省
告
示
第
百
ヒ
土
ハ
挽
〆
分
一

停

凶

可

岡

券

一

一
明
泊
十
八
年
八

H
大

政

省

告

示

品

百

十

九

棋

ノ

分

一

二
明
治
ニ
十
四
年
・
1

一
月
大
政
昨
日
告
一
副
都
-
一
一
十
六
批
ノ
分
一

三
一
明
治
一
一
一
十
一
二
年
十
二
月
大
掛
官
骨
川
部
一
九
ト
両
親
ノ
分
一

山
大
正
六
年
凡
月
大
敵
省
官
一
市
都
訂
以
十
六
観
分
一
第
一
山
陽
市
町
利
又
ハ
公
益
訟
人
山
本
法
一
一
依
U
M

公
益
質
蛙
ヲ
担
普
ス
ル

第
二
川
崎
日
仏
銀
♂
打
ハ
昭
和
十
四
年
=
一
月
一
一
干
一
日
一
【
於
ケ
ル
一
川
崎
ノ
浩
一
コ

t
ヲ
伴

拠
削
蹴
行
車
世
/
夜
行
商
ヲ
同
年
間

H
一
日
二
時
ケ
ル
詑
崎
明
敏
行
#
後
行
尚
一
位
益
法
人
公
益
質
川
地
ヲ
嗣
瞥
ス
ル
場
合
一
一
幹
テ
ρ
業
務
所
ヲ
定
メ
地
方

ヨ
リ
除
去
シ
日
比
ノ
除
去
シ
タ
ル
政
行
一
川
日
相
前
ス
ル
金
制
ヲ
即
日
固
一
位
泊
ノ
認
ぱ
ヲ
受
ク
4

シ

陣
三
一
制

H
ス

ヘ

レ

一

第

二

続

本

法

=

偵

ル

公

益

質

民

一

一

非

ザ

レ

パ

比

ノ

名

刺

中

一

一

位

盛

質

脳

部
三
跡
第
一
能
ノ
期
出
紐
過
後
政
府
ρ

同
時
ノ
党
換
銀
行
捺
ノ
引
換
義
一
タ
ル
コ
ト
ヲ
話
ス
。
へ
キ
文
面
7
巾
7

ル
コ
ト
ヲ
川
町
ズ

務

ヲ

承

継

ス

一

節

-

降

岡

山

J

勅
命
ノ
定
ム
ル
町
=
位
リ
故
却
ノ
純
同
向
一
三
世
テ
市
町

前
項
ノ
叩
用
組
後
=
於
ケ
ル
引
換
ハ
日
本
銀
竹
本
支
出
一
一
於
テ
之
ヲ
班
故
一
村
又
ハ
公
値
比
人
ヰ
剖
シ
公
益
質
揺
ノ
殿
側
三
世
ス
ル
輯
費
ノ
二
分
ノ

7

一
}
以
内
ヲ
柿
助
ス

第
問
陵
部
二
候
ノ
組
定
一
依
リ
日
本
融
行
ノ
納
川
ス
ル
金
制
中
減
先
ノ
一
即
時
間
保
貸
付
金
制
ハ
一
口
品
付
十
回
、
一
世
帯
品
付
五
十
周
ヲ
超
ユ
ル

儒
前
路
ノ
引
換
ノ
請
求
ナ
シ
ト
註
ム
ル
党
棋
銀
行
券
ノ
制
一
白
川
刊
誌
ス
ル
一
コ
ト
ヲ
作
ズ
但
シ
地
方
長
官
ノ
臨
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
Z

於
テ
山
此
ノ

金
制
ハ
阿
併
笹
瑚
却
金
特
別
合
計
法
第
二
陣
ノ
掲
げ
ん
三
世
ル
時
人
J

外
阻
一
-
花
ヲ
ズ

之
ヲ
閥
的
情
泣
=
充
ツ
ル
お
訓
告
一
般
脅
計
ヨ
リ
園
'
整
川
都
合
特
別
節
有
路
貸
付
制
串
ハ
一
月
三
げ
百
分
ノ
了
二
五
ヲ
超
ユ
ル
ヨ

F

7

持

令
計
一
『
総
入
レ
其
ノ
残
酷
-
一
相
叫
ス
ル
金
制
ρ
前
帥
ノ
規
ピ
ι

前
ル
引
ズ
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
地
方
一
-
於
テ
地
方
長
官
ノ
盟
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
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第
五
披

法'

令

第
二
十
四
餐

丸
三

λ
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拠
ノ
準
備
金
i
シ
テ
日
本
銀
行
ヲ
シ
テ
之
ヲ
保
管
セ
シ
ム
ヘ
シ

門
事
問
〕

明
治
三
十
九
年
(
コ
一
月
二
日
時
布
)
法
律
蝉
六
規
副
債
整
理
基
金
特
別

合
計
法
抄
録

停
二
保
闘
偵
整
理
基
金
二
描
ツ
ヘ
下
資
金
ハ
毎
年
度
一
般
骨
計
U
A

ハ

特
別
合
計
ヨ
リ
之
ヲ
陥
債
整
珂
基
金
特
別
曾
計
=
繰
入
ル
ヘ
シ

a叫
羽
悼
人
制
J

中
凶
偏
ノ
元
金
償
越
一
一
充
ツ
ヘ
キ
金
甑
月
前
年
度
首

一
一
於
ケ
ル
幽
備
制
甑
ノ
両
分
ノ
百
十
六
以
上
ト
シ
三
千
高
岡
7
下
ル

コ
ト
ヲ
仰
サ
ル
モ
ノ
ス

前
硯
ノ
規
正
J

趨
川
z
付
一
一
ア
戸
大
蔵
省
誰
券
、
借
入
金
、
臨
同
岡
陣

誰
券
及
舟
穀
誼
赤
川
之
ヲ
闘
債
ト
若
倣
L
T
λ

公

盆

質

屋

法

法
相
第
三
十
五
抗

昭
制
二
年
三
月
三
十
日
)
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場
合
ニ
於
ヰ
ア
μ

此
ノ
限
一
ニ
必
ラ
ズ

B

代
金
ノ
計
算
一
-
m
醐
シ
テ
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

利
子
ノ
計
算
=
闘
ス
ル
捌
間
一
一
付
ア
ハ
月
ヲ
叫
一
ア
計
算
uv
民
法
節
百
四
第
十
四
能
的
臨
第
一
項
ノ
規
定
ユ
依
リ
交
付
λ

4

キ
碕
蝕
金
頗
ハ
之
ヲ

十
蜂
乃
望
都
百
四
十
三
飾
ノ
規
定
ヲ
趨
川
ス
但
シ
一
月
=
揃
チ
ザ
ル

H
V

質
盟
主
一
一
週
削
ス
4

シ

町
ガ
十
六
日
以
」
ナ
ル
ト
キ
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